
 

 

平成 27 年 1 月 

自 動 車 検 査 法 人 

前照灯試験機の選択について前照灯試験機の選択について前照灯試験機の選択について前照灯試験機の選択について    

～～～～平成平成平成平成 10101010 年年年年 9999 月月月月 1111 日以降製作車のすれ違い用前照灯検査日以降製作車のすれ違い用前照灯検査日以降製作車のすれ違い用前照灯検査日以降製作車のすれ違い用前照灯検査～～～～    

 

１．１．１．１．前照灯試験機の選択前照灯試験機の選択前照灯試験機の選択前照灯試験機の選択    

平成 27 年 9 月 1 日から、平成 10 年 9 月 1 日以降に製作された自動車(二輪、大特

除く)の前照灯試験について、原則、すれ違い用前照灯(ロービーム)により検査を実

施します。なお、平成 10 年 8 月 31 日以前の製作車はこれまでどおり走行用前照灯(ハ

イビーム)で検査します。 

 

２２２２．審査事務規程の．審査事務規程の．審査事務規程の．審査事務規程の概要概要概要概要    

4444----57575757    走行用前照灯走行用前照灯走行用前照灯走行用前照灯    

4-57-1～8 (略) 

4-57-8-2 性能要件 

（1）①～② （略） 

③ 平成 10 年 8 月 31 日以前に製作された自動車並びに平成 10 年 9 月 1 日以降に製作された二輪自動車、側車

付二輪自動車、除雪、土木作業その他特別な用途に使用される自動車で地方運輸局長の指定するもの、最高速

度 35km/h未満の大型特殊自動車及び農耕作業用小型特殊自動車にあっては、①の性能及び②の正射について、

前照灯試験機（走行用）を用いて次の各号により計測し、判定するものとする。(以下略) 

5555----58585858    すれ違い用前照灯すれ違い用前照灯すれ違い用前照灯すれ違い用前照灯    

5-58-1～2 (略) 

5-58-2-1 テスタ等による審査 

すれ違い用前照灯は、夜間に自動車の前方にある交通上の障害物を確認でき、かつ、その照射光線が他の交通を妨

げないものとして、灯光の明るさ等に関し、テスタ等その他適切な方法により審査したときに、次の基準に適合する

ものでなければならない。 

ただし、5-57-2-1①後段及び③後段の計測の条件で計測し、それぞれの判定の基準に適合した自動車にあっては、

当分の間、視認等その他適切な方法により審査すればよい。 

① すれ違い用前照灯（その光度が 10,000cd 以上である走行用前照灯を備える最高速度 20km/h 未満の自動車に

備えるものを除く。）は、その照射光線が他の交通を妨げないものであり、かつ、そのすべてを同時に照射した

ときに、夜間にその前方 40m（除雪、土木作業その他特別な用途に使用される自動車で地方運輸局長の指定す

るもの、最高速度 35km/h 未満の大型特殊自動車及び農耕作業用小型特殊自動車に備えるものにあっては、15m）

の距離にある交通上の障害物を確認できる性能を有すること。 

この場合において、平成 10 年 9 月 1 日以降に製作された自動車（二輪自動車、側車付二輪自動車、除雪、土木作

業その他特別な用途に使用される自動車で地方運輸局長の指定するもの、最高速度 35km/h 未満の大型特殊自動車及

び農耕作業用小型特殊自動車を除く。）にあっては、前照灯試験機（すれ違い用）を用いてアの計測の条件により計

測し、イの計測値の判定に掲げる基準に適合するものは、この基準に適合するものとする。また、前照灯試験機（す

れ違い用）による計測を行うことができない場合にあっては、前照灯試験機（走行用）、スクリーン、壁等を用いて

ア（ｲ）により計測したときにイ（ｲ）に掲げる基準に適合するすれ違い用前照灯は、当分の間、この基準に適合する

ものとする。(以下略) 

 

３３３３．．．．実施実施実施実施時期等時期等時期等時期等    

  ・実施時期：平成 27 年 9 月 1 日 

  ・広 報 等：別添のポスター等により広報する 



 

 

 

- 2 -

お問い合わせ先 

〒160-0 0 0 3  東京都新宿区本塩町８－２住友生命四谷ビル 

  自動車検査法人本部 業務部業務課 

  電話  ０３－５３６３－３４４１ (代表) 

  F A X    ０３－５３６３－３３４７ 



平成平成平成平成27年年年年1月月月月

平成平成平成平成10年年年年9月月月月1日以降に製作され日以降に製作され日以降に製作され日以降に製作され

別添

平成平成平成平成10年年年年9月月月月1日以降に製作され日以降に製作され日以降に製作され日以降に製作され

た自動車た自動車た自動車た自動車(二輪、大特除く二輪、大特除く二輪、大特除く二輪、大特除く)の前照の前照の前照の前照

灯試験灯試験灯試験灯試験は、原則、すれ違い用前は、原則、すれ違い用前は、原則、すれ違い用前は、原則、すれ違い用前

照灯により実施します。照灯により実施します。照灯により実施します。照灯により実施します。
これまで前照灯の機器による検査これまで前照灯の機器による検査これまで前照灯の機器による検査これまで前照灯の機器による検査は申告がなければは申告がなければは申告がなければは申告がなければ走行用前照灯で実施して走行用前照灯で実施して走行用前照灯で実施して走行用前照灯で実施して
きましたが、平成きましたが、平成きましたが、平成きましたが、平成27272727年年年年9999月月月月1111日から、日から、日から、日から、平成平成平成平成10年年年年9月月月月1日以降に製作された自動車日以降に製作された自動車日以降に製作された自動車日以降に製作された自動車(二二二二
輪、大特除く輪、大特除く輪、大特除く輪、大特除く)の前照灯試験の前照灯試験の前照灯試験の前照灯試験は、原則、すれ違い用前は、原則、すれ違い用前は、原則、すれ違い用前は、原則、すれ違い用前照灯により実施します。照灯により実施します。照灯により実施します。照灯により実施します。

照灯により実施します。照灯により実施します。照灯により実施します。照灯により実施します。

該当する車両の方は、テスタに入る際にすれ違い用前照灯の選択ボタンを押し該当する車両の方は、テスタに入る際にすれ違い用前照灯の選択ボタンを押し該当する車両の方は、テスタに入る際にすれ違い用前照灯の選択ボタンを押し該当する車両の方は、テスタに入る際にすれ違い用前照灯の選択ボタンを押し

て、検査を実施してください。て、検査を実施してください。て、検査を実施してください。て、検査を実施してください。

平成１０年９月１日以降製作車平成１０年９月１日以降製作車

すれ違い用前照灯（ロービーム）

◇◇◇◇ 詳しくは下記にお問い合わせ下さい詳しくは下記にお問い合わせ下さい詳しくは下記にお問い合わせ下さい詳しくは下記にお問い合わせ下さい ◇◇◇◇

平成１０年８月３１日以前製作車

走行用前照灯（ハイビーム）

自動車検査法人本部 業務部業務課

０３－５３６３－３４４１(代表)

◇◇◇◇ 詳しくは下記にお問い合わせ下さい詳しくは下記にお問い合わせ下さい詳しくは下記にお問い合わせ下さい詳しくは下記にお問い合わせ下さい ◇◇◇◇


